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大阪狭山市子育て世帯訪問支援事業に係る訪問支援業務（育児・養育支援） 

委託事業者募集要項 

 

１ 目的 

 家事・子育て等に対して不安や負担を抱える子育て家庭、妊産婦等がいる家庭の居宅を、訪

問支援員（以下、「支援員」という。）が訪問し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに、

家事・子育て等の支援を実施することにより、家庭や養育環境を整え、虐待リスク等の高まり

を未然に防ぐことを目的として、子育て世帯訪問支援事業を実施します。 

 本事業の実施にあたり、適切なサービスを提供できる事業者を広く公募します。 

 

２ 業務内容等 

 ⑴ 業務の名称 

   大阪狭山市子育て世帯訪問支援事業に係る訪問支援業務（育児・養育支援） 

   ※社会福祉法に基づく第２種社会福祉事業 

 ⑵ 業務の概要 

   別紙「大阪狭山市子育て世帯訪問支援事業に係る訪問支援業務 仕様書」のとおり 

 ⑶ 委託期間 

   令和８年（２０２６年）４月１日から令和９年（２０２７年）３月３１日まで（年度ごとの更新） 

 ⑷ 委託料 

項目 金額 

訪問支援費（８時～１８時） 2,400円／時間 

訪問支援費（１８時～１９時） 3,000円／時間 

交通費分（１回あたり） 1,000円／回 

管理費分（１回あたり） 1,000円／回 

キャンセル料 1,000円／回 

※上記金額は、利用者負担額を含む。 

※１時間未満の端数がある場合は、３０分以下は切り捨てとし、３１分以上は１時間に切り

上げる。また、支援時間は、支援員が利用者宅到着から退去までの間の実質支援時間とす

る。 

※キャンセル料は、利用日の前日（土日、祝日、年末年始を除く。）午後５時までに連絡が

なく、キャンセルした場合の１回あたりの金額とする。 
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３ 応募資格 

 次の要件をすべて満たす事業者とする。 

 ⑴ 次の要件を全て満たす支援員が派遣できる事業者であること。 

  ① 大阪狭山市長（以下、「市長」という。）が指定する研修を修了した者（一部別の研修

で代替できると市長が判断した者を除く。） 

  ② 次の欠格事由のいずれにも該当しない者 

   ア 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなる

までの者 

   イ 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）、児童買春、児童ポルノに係る行為等の

規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律（平成１１年法律第５２号）及び児童

福祉法施行令（昭和２３年政令第７４号）第３５条の５各号に掲げる法律の規定によ

り罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの

者 

   ウ 児童虐待の防止等に関する法律（平成１２年法律第８２号）第２条に規定する児童

虐待又は児童福祉法第３３条の１０に規定する被措置児童等虐待を行った者 

 ⑵ 大阪狭山市（以下、「市」という。）内での事業の適切な実施が可能であること。 

 ⑶ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項及び第２項各号い

ずれかに該当し、２年間を経過しない者でないこと。 

 ⑷ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）及び民事再生法（平成１１年法律第２２５号）

に基づく再生手続き開始申立て又は再生手続き中でないこと。 

 ⑸ 大阪狭山市契約関係暴力団排除措置要綱（平成２５年大阪狭山市要綱第３２号）に基づ

く入札等参加除外措置を受けている者又は同要綱別表第１各号に掲げる措置要件に該当

すると認められる者でないこと。 

 ⑹ 国税及び地方税を滞納していないこと。 
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４ 契約までの流れ 

 ⑴ スケジュール 

 内容 日程 

１ 募集要項配布 令和８年３月９日～１７日 

２ 応募書類申込受付期間 令和８年３月９日～１７日 

３ 契約締結 令和８年３月中（書類審査の上） 

４ 事業開始 令和８年４月１日～ 

 ⑵ 選定方法 

本募集要項に定める応募資格を満たし、提出書類の内容が適切であると認められる全て

の事業者と委託契約を締結します。 

 

５ 応募手続き等 

 ⑴ 応募方法 

   以下の応募書類を大阪狭山市こども家庭支援グループ（こども家庭センター）へ持参又

は郵送にて提出すること。 

 書類名 様式 備考 

１ 応募申込書兼誓約書 様式第１号  

２ 事業者概要 様式第２号  

３ 訪問支援員名簿 様式第３号  

４ 個人情報保護に関する誓約書兼欠格事由申告書 様式第４号 

訪問支援員ごとの

提出が必要です。 

５ 訪問支援員研修 受講報告書 

※研修受講予定の場合は、その旨を記載した書類を提出

し、契約締結までに受講を完了すること 

様式第５号 

６ 傷害保険・賠償責任保険等に加入していることが分かる書類  

 

 ⑵ 書類提出先・問い合わせ先 

   〒589-0005 大阪狭山市狭山４丁目２３０３番地の２ 

大阪狭山市こども家庭支援グループ（こども家庭センター）担当 東野 

 電話 072（349）8016 

 Mail  kodomokatei@city.osakasayama.osaka.jp 

 

mailto:kodomokatei@city.osakasayama.osaka.jp
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 ⑶ 提出期限 

   令和８年３月１７日（火）（必着） 

 

６ 応募にかかる経費負担等について 

 ⑴ 提出された書類は返却しない。 

 ⑵ 応募に要する費用（応募書類の作成等）は、すべての事業者の負担とする。また、応募

にかかる経費及び準備に要した費用等の損害賠償には一切応じない。 

 ⑶ 当該募集は、あくまでも事業者の募集を行うもので、委託期間内で必ずサービスの提供

を約束するものでない。 

 


